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明けましておめでとうございます。皆様におかれ
ましてはご家族ともども穏やかな新年をお迎えのこ
とと存じます。日頃より協会の活動にご理解、ご
協力を賜り心から御礼申し上げます。SARS-Cov2
の嵐はまたたくまに世界中で猛威を振るい、さらに
は第 6波やオミクロン株など新たな問題が懸念さ
れています。自粛ムードのなか東京オリンピック・パ
ラリンピックが開催され、日本選手団は多くのメダル
を獲得したものの、1964 年の前回大会ほどの感
動・感激は感じられませんでした。今回の大会を
若者たちはどのように感じているのでしょうか。
これまでの国の新型コロナウイルス感染症対
策は、社会・経済機能への影響を最小限にとど
め、感染防止の効果を最大限にすることでした。
強制力のある行動制限措置をとらず、行動変容
策がとられましたが、感染拡大により医療従事者
や保健所をはじめとする人員不足があらわになり
ました。
菅前総理大臣は国民に対する説明の仕方に
難はあったものの、なりふり構わず新型コロナウ

◆医科　
・�診療録への必要事項の記載について、医師による再診時の診療内容の
記載が全くない日が散見された。
・�外来管理加算について、診療録に患者からの聴取事項や診療所見の要
点の記載がない。
・�外来管理加算について、やむを得ない事情で、看護に当たっている者から
症状を聞いて薬剤を投薬した場合でも算定している。
・�診療録の記載内容が判読できない。
・�皮膚科特定疾患指導管理料について、診療計画、指導内容の要点につ
いて診療録の記載が不十分。
・�処置料について、処置を実施したこと及び処置を実施した範囲の診療録
への記載が不十分。
・�皮膚科軟膏処置を実施した範囲と異なる範囲の区分で算定している。

◆歯科
・�診療録について、診療を行った保険医が署名又は記名押印を行ってない。
・�診療録について、病態にかかる記載がない。
・�診療録第１面に終了年月日、転帰の記載がない。
・�診療録第２面に症状、所見、診療方針について記載がない。
・�算定要件を満たさない下記の点数。� �
　�歯科初診料、歯科疾患管理料、長期管理加算、歯科衛生士実地指
導料、電気的根管長測定検査、画像診断料、写真診断、補綴時診
断料、歯科口腔リハビリテーション料１、口腔内外科後処置、口腔内消
炎手術、う蝕歯無痛的窩洞形成加算、有床義歯修理。

・�投薬について、適応外投薬の例が認められた。

　茨城県保険医協会は、関東信越厚生局茨城事務所に対して各種指導に係る情報開示請求を行った。今回開示請求したのは「令和 2 年度保険医療機

関等の指導及び監査の実施状況報告書」及び「令和 3 年度保険医療機関等の指導及び監査の実施計画書」。これらは指導・監査における令和 2 年度

の実績と令和 3 年度の計画が示されたもの。

　令和 2 年度の個別指導（新規指導含む）・監査については、病院を除いて原則実施するとされていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い指導

計画の変更が相次ぎ、正確な実施状況を把握できていなかった。

　令和 2 年度に実施された指導件数や自主返還金額等は下表のとおり（監査について対象となる医療機関はなかった）。

イルス予防注射を実施したことは大いに評価で
きます。ブレイクスルー感染、抗体価の減弱や
変異株など効果を疑問視する情報もありますが、
若年層への予防注射の拡大とともに第5波が終
息したことからするとワクチンの効果はあったと判
断できます。
中核病院では、新型コロナウイルス感染症の
対応で一般外来を縮小せざるをえない状況があ
りました。診療所は発熱外来、自宅療養者診療
やメディカルチェックなど診療の前線で活躍され
ています。
11月に県保健福祉部と懇談し、新型コロナウ

イルス対策について協会のアンケート調査の結
果を基に意見交換を実施し、臨床現場から安全
な診療のための改善点などを申し入れました。医
療崩壊を防ぐためにもかかりつけ医の役割は大
きく、専門職としての役割が期待されています。
コロナ禍では講演会や研究会活動などが不
十分でしたが、医療安全講習会、OTC 問題、
医療機関での新型コロナ・クラスター発生事例を

基にした対応などのWeb 研究会・講演会を実
施し、多くの参加者がありました。また、各種補
助金の申請法、医療材料の斡旋など会員にとっ
て有益な情報提供に努めました。また、歯科技
工士問題や金パラジウム価格の問題など歯科を
取り巻く不合理を訴えていきます。
コロナ禍で社会は大きく分断されています。だれ
でも、いつでも、どこでも必要な医療が充分受けら
れる社会を継続できるように、茨城県保険医協会
はより責任ある活動を進めています。より良い保険
診療の充実を求める働きかけをしていきます。会
員数は常時2100人を超えるようになりましたが、会
員の高齢化が危惧されます。勤務医会員、若手
会員の加入を進めていく必要があります。医師会
や各団体と協力し、この地域での日常臨床に直結
した情報提供に力を注ぎます。生活を守るための
充実した共済制度の加入を含め新規会員獲得
に結び付けたいと思います。
今年一年、皆様のご健康とご活躍をお祈り申

し上げます。

年頭の
ごあいさつ

地域での日常臨床に直結した情報提供に力を注ぐと
ともにだれでも、いつでも、どこでも必要な医療が
充分受けられる社会を継続できるよう責任ある活動を
進めていきます

地域での日常臨床に直結した情報提供に力を注ぐと
ともにだれでも、いつでも、どこでも必要な医療が
充分受けられる社会を継続できるよう責任ある活動を
進めていきます

一般社団法人茨城県保険医協会　会長　宮﨑　三弘

【表 1-1】令和 2 年度　個別指導 選定理由・実施件数
選定理由

実施件数
情報提供 再指導 高点数 その他

医科（診療所） 2 7 12 1 22

歯科 0 14 7 0 21

【表 1-2】令和 2 年度　個別指導・指導結果

実施件数
指導結果

概ね妥当 経過観察 再指導 要監査 中断

医科（診療所） 22 10 9 2 0 1

歯科 21 1 17 3 0 0

【表 1-3】令和 2 年度に確定した個別指導による自主返還金額
返還対象

医療機関数 返還金額 1 医療機関当たり

医科（診療所） 14 20,186,450 円 約 1,441,889 円

歯科 25 3,255,238 円 約 130,210 円

【表 2-1】令和 2 年度　新規個別指導 指導結果

実施件数
指導結果

概ね妥当 経過観察 再指導 要監査 要監査

医科（診療所） 11 9 2 0 0 0

歯科 14 5 7 2 0 0

【表 2-2】令和 2 年度に確定した新規個別指導による自主返還金額
返還対象

医療機関数 返還金額 1 医療機関当たり

医科（診療所） 5 17,182 円 約 3,436 円

歯科 20 167,933 円 約 8,397 円

※上記【表 1-2】令和 2 年度　個別指導・指導結果で「再指導」となっ
た医療機関の指摘事項は右記の通り。

個別指導開示情報  －令和 2年度の個別指導結果を中心に－


